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区の情報を

スマホで入手しよう！

名称変更後

葛飾区奥戸総合
スポーツセンター

葛飾区水元総合
スポーツセンター

名称変更前

葛飾区総合
スポーツセンター

葛飾区水元体育館

お 
知 
ら 
せ

子
ど
も
・
若
者
支
援
地
域

協
議
会
を
傍
聴
で
き
ま
す

特
定
健
康
診
査
等
実
施

計
画
策
定
委
員
会
を
傍

聴
で
き
ま
す

ご
利
用
く
だ
さ
い

区
民
借
上
保
養
施
設

木
造
住
宅
等
耐
震
助
成
・

液
状
化
対
策
助
成
に
つ
い

て
の
説
明
会
・
相
談
会

土
曜
日
開
催

都
内
23
区

一
斉
無
料
法
律
相
談
会

東
四
つ
木
工
場
ビ
ル
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

都
市
計
画
法
第
57
条
に

よ
る
公
告
を
行
い
ま
す

ご
み
減
量
・
清
掃
フ
ェ
ア

か
つ
し
か

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店

者
を
募
集
し
ま
す

施設からのお知らせ

粗大ごみのインターネット
受け付けを一時停止します
粗大ごみ受付センターのシステムメ

ンテナンスのため、次の期間受け付け

ができません。

【受付停止期間】

9月27日㈬午後8時～28日㈭午前0時

【問い合わせ】

粗大ごみ受付センター !5296‐4400

【担当課】 リサイクル清掃課

10月1日㈰から体育施設の
名称を変更します

【担当課】 生涯スポーツ課

!3691‐7111

男女平等推進センター
図書資料室を休室します
全蔵書の点検・整理のため、次の期

間休室します。

【休室期間】

10月5日㈭・6日㈮

【担当課】

男女平等推進センター

（立石5‐27‐1ウィメンズパル内）

!5698‐2211

社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上

で
の
困
難
を
有
す
る
子
ど
も
・

若
者
に
対
す
る
支
援
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
構
築
を
検
討
し
ま
す
。

【
日
時
】

10
月
10
日
㈫

午
前
10
時
〜
正
午

【
会
場
】

ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

（
立
石
5‐

27‐

1
）

【
定
員
】

10
人
程
度

【
申
込
方
法
】

9
月
27
日
㈬
午
前
9
時
か
ら

電
話
で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

子
ど
も
応
援
課

!（
5
6
5
4
）8
5
7
8

平
成
30
年
度
か
ら
の
特
定
健

康
診
査
等
実
施
計
画
な
ど
の
策

定
に
つ
い
て
審
議
し
ま
す
。

【
日
時
】

10
月
16
日
㈪

午
後
1
時
30
分
〜
3
時

【
会
場
】

ウ
ィ
メ
ン
ズ
パ
ル

（
立
石
5‐

27‐

1
）

【
対
象
】

区
内
在
住
ま
た
は
葛

飾
区
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
10
人
程
度

【
申
込
方
法
】

電
話
で
10
月
11
日
㈬
午
後
5

時
ま
で
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

国
保
年
金
課

!（
5
6
5
4
）8
1
7
3

区
内
在
住
の
方
の
利
用
に
限

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
区
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
施
設
利
用
案

内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
12
月
分
ハ
ガ
キ
受
付
】

10
月
1
日
㈰
〜
8
日
㈰
に
申

込
専
用
ハ
ガ
キ
で
（
消
印
有
効

・
1
グ
ル
ー
プ
1
枚
）。

【
施
設
を
利
用
で
き
な
い
日
】

▽
彩
り
湯
か
し
き

花
と
華

12
月
3
日
㈰
・
10
日
㈰
・
18
日

㈪
〜
20
日
㈬

▽
旅
館
た
に
が
わ

12
月
6
日
㈬
〜
8
日
㈮

▽
箱
根
パ
ー
ク
ス
吉
野

12
月
7
日
㈭

【
11
月
分
空
室
受
付
】

10
月
2
日
㈪
は
、
午
前
9
時

か
ら
電
話
の
み
。

10
月
3
日
㈫
か
ら
利
用
日
の

前
日
ま
で
は
、
午
前
8
時
30
分

か
ら
電
話
か
窓
口
で（
先
着
順
）
。

【
申
込
専
用
ハ
ガ
キ
・
施
設
利

用
案
内
配
布
場
所
】

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー
（
区

役
所
内
郵
便
局
上
）、
区
政
情

報
コ
ー
ナ
ー
（
区
役
所
3
階
3

0
4
番
）、
地
域
振
興
課（
区
役

所
4
階
4
0
5
番
）、区
民
事
務

所
、
区
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
、

地
区
セ
ン
タ
ー
、
学
び
交
流
館
、

図
書
館

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
】

▽
月
〜
金
曜
日

区
役
所
内
旅
行
コ
ー
ナ
ー

（
区
役
所
内
郵
便
局
上
）

!（
5
6
7
0
）3
8
6
1

▽
土
・
日
曜
日
、
祝
日
（
電
話

の
み
。
午
前
11
時
〜
午
後
5
時
）

近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
個
人
旅

行
㈱
渋
谷
宮
益
坂
営
業
所

!（
5
7
7
4
）5
0
6
6

空
室
状
況
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】

地
域
振
興
課

区
で
は
、
住
宅
の
耐
震
改
修

や
液
状
化
対
策
な
ど
の
費
用
の

一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
補
助
制
度
に
つ
い

て
、
説
明
会
お
よ
び
相
談
会
を

行
い
ま
す
。

【
日
時
・
会
場
】

9
月
30
日
㈯

▽
午
前
9
時
30
分
〜
正
午

立
石
地
区
セ
ン
タ
ー

（
立
石
4‐

23‐

17
）

▽
午
後
2
時
〜
4
時
30
分

お
花
茶
屋
地
区
セ
ン
タ
ー

（
お
花
茶
屋
2‐

1‐

12
）

い
ず
れ
も
直
接
会
場
へ
（
先

着
順
）。
各
回
と
も
同
じ
内
容

で
す
。
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。

【
定
員
】

各
回
40
人
程
度

【
担
当
課
】

建
築
課

!（
5
6
5
4
）8
5
5
2

借
地
借
家
、
遺
言
、
相
続
、

不
動
産
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
、
消
費

者
金
融
な
ど
に
つ
い
て
、
弁
護

士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
（
1
人

30
分
程
度
）。

【
日
時
】

10
月
7
日
㈯

午
前
10
時
〜
午
後
1
時

【
会
場
】

区
民
相
談
室

（
区
役
所
2
階
2
0
9
番
）

車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

【
定
員
】

24
人

【
主
催
】

東
京
弁
護
士
会
・
第

一
東
京
弁
護
士
会
・
第
二
東
京

弁
護
士
会

【
申
込
方
法
】

10
月
6
日
㈮
午

前
10
時
〜
午
後
4
時
に
電
話
で

（
先
着
順
）。

申
込
専
用
電
話

（
10
月
6
日
の
み
）

!（
3
5
8
0
）3
1
8
1

【
問
い
合
わ
せ
】

東
京
弁
護
士
会
法
律
相
談
課

!（
3
5
8
1
）2
2
0
6

【
担
当
課
】

す
ぐ
や
る
課

地
域
環
境
に
よ
り
工
場
操
業

の
継
続
が
困
難
な
状
況
の
企
業

や
、
広
い
工
場
に
移
り
経
営
規

模
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
し
て
い

る
企
業
な
ど
に
対
し
、
操
業
の

場
を
提
供
す
る
賃
貸
型
の
工
場

ビ
ル
で
す
。

【
所
在
地
】

東
四
つ
木
1‐

22‐

1

【
対
象
】

区
内
で
1
年
以
上
継

続
し
て
同
一
の
製
造
業
を
営
ん

で
い
る
個
人
ま
た
は
法
人
で
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
中
小
企
業
基
本
法
に
定
め
る

小
規
模
事
業
者

▽
入
居
承
認
後
、
速
や
か
に
工

場
ビ
ル
に
移
転
で
き
る
（
法
人

は
本
店
の
移
転
登
記
が
で
き
る
）

【
募
集
室
数
】

62
㎡

1
室

【
月
額
使
用
料
】

12
万
7
1
0
0
円

駐
車
場
は
1
台
1
万
3
8
0
0

円
。

【
入
居
日
・
期
間
】

平
成
30
年
1
月（
予
定
）・
入
居

日
か
ら
3
年

【
入
居
審
査
】

入
居
審
査
会
に

よ
り
決
定
し
ま
す
。

【
現
地
説
明
会
】

10
月
2
日
㈪
午
後
2
時
か
ら

参
加
を
希
望
す
る
方
は
9
月

29
日
㈮
午
後
5
時
ま
で
に
産
業

経
済
課
へ
電
話
で
。

【
入
居
申
込
方
法
】

所
定
の
申

込
書
を
10
月
13
日
㈮（
必
着
）ま

で
に
持
参
か
郵
送
。

【
申
込
書
配
布
・
申
し
込
み
・

担
当
課
】

〒
125‐

0062
青
戸
7‐

2‐

1
テ

ク
ノ
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か
内
産
業

経
済
課!（

3
8
3
8
）5
5
5
4

立
石
駅
北
口
地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
区
域

（
補
助
線
街
路
第
2
7
4
号
線

区
域
内
を
除
く
）
に
お
い
て
、

土
地
を
有
償
譲
渡
す
る
場
合
、

調
整
課
へ
届
出
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
公
告
日
】

9
月
25
日
㈪

届
出
は
10
月
6
日
㈮
以
降
に

有
償
譲
渡
す
る
場
合
に
必
要
に

な
り
ま
す
。

【
担
当
課
】

調
整
課

（
区
役
所
3
階
3
0
1
番
）

!（
5
6
5
4
）8
3
2
8

【
日
時
】

11
月
5
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
2
時

（
荒
天
中
止
）

【
会
場
】

葛
飾
清
掃
工
場
構
内
敷
地

（
水
元
1‐

20‐

1
）

【
対
象
】

区
内
在
住
・
在
勤
・

在
学
20
歳
以
上
の
方

【
募
集
店
数
】

①
屋
根
あ
り

39
店

②
屋
根
な
し

30
店

【
出
品
物
】

新
品
同
様
の
衣
類

・
小
物
・
お
も
ち
ゃ
な
ど
の
日

用
品
（
食
品
・
医
薬
品
・
貴
金

属
・
電
化
製
品
・
手
作
り
品
・

そ
の
場
で
動
作
確
認
で
き
な
い

物
を
除
く
）

【
申
込
方
法
】

往
復
ハ
ガ
キ
に

「
フ
リ
マ
清
掃
フ
ェ
ア
」・
希
望

場
所（
①
か
②
）・
出
品
物
・
住

所
・
氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
電
話

番
号
を
書
い
て
、
10
月
13
日
㈮

（
必
着
）ま
で
（
多
数
抽
選
・
1

世
帯
1
枚
・
重
複
申
込
無
効
）
。

電
子
申
請
可
。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

〒
124‐

8555
葛
飾
区
役
所
リ
サ
イ

ク
ル
清
掃
課

!（
5
6
5
4
）8
2
7
3

広告 内容については広告主にお問い合わせください。

東京都行政書士会葛飾支部会員
官公庁への代理申請・契約書の代理作成は、行政書士にご相談下さい。

不
動
産
・
共
有
・
借
地
・
空
き
家

遺
言
・
相
続
の
お
悩
み
（
土
日
も
可
）

富
井
禎
文
（
小
菅
4‐

21‐

20‐

308
）

6677
‐3074

遺
言
・
相
続
専
門
（
土
日
対
応
可
）

出
張
相
談
も
可
能
で
す

松
﨑
基
城
（
南
水
元
1‐

8‐

17‐

401
）

5699
‐1955

遺
言
・
相
続
、
死
後
の
対
応
な
ど
（
英

語
対
応
可
）
、
お
気
軽
に
ご
相
談
を

植
原
ひ
と
み
（
水
元
1‐

7‐

4‐

202
）

3609
‐4675

遺
言
・
相
続
専
門
（
土
日
相
談
可
）

深
澤
秀
徳
（
東
新
小
岩
1‐

5‐

18‐

1007
）

5672
‐3217

遺
言
・
相
続
、
外
国
人
在
留
・
帰
化

著
作
権
に
関
す
る
ご
相
談

鈴
木
恵
子
（
堀
切
2‐

48‐

18
）

6319
‐5527

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
在
日
外
国
人

の
相
続
、
在
日
韓
国
人
の
戸
籍

宋
民
子
（
亀
有
1‐

26‐

7
）

5680
‐6930

外
国
人
在
留
・
帰
化
、
相
続
・
遺
言

介
護
事
業
、
入
札
参
加
、
民
事
・
商
事

古
谷
武
志
（
奥
戸
7‐

15‐

19
）

3692
‐0778

遺
言
・
相
続
・
民
事
全
般

省
エ
ネ
・
環
境
の
届
出
と
補
助
金

牧
野
祐
治
（
亀
有
5‐

11‐

16
）

3628
‐8333

ヘルプカードは、障害のある方が困った時に手助けを求めるためのものです。カードを持っている人が困っていたら、

ひとこと声を掛けてみましょう。ちょっとした手助けが安心につながります。【担当課】 障害福祉課 !5654‐8262
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